
児童扶養手当のしおり
～ひとり親家庭等のお子さんの健やかな成長を願って～

児童扶養手当を受けることができる方

父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。

　児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を
養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やか
な成長を願って支給される手当です。

　次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育して
いる方（養育者）が手当を受けることができます。外国人の方も対象となります。
　なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日（18歳の年度末）までをいいます。
　また、お子さんの心身におおむね中度以上（特別児童扶養手当2級と同じ程度以上）の障害がある場合
は、20歳未満まで手当が受けられます。

※令和6年11月分から第3子以降の加算額を第２子同様とする引き上げが予定されています。（令和7年1月支給分～適用）
※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

※児童扶養手当の金額よりも低い場合は、平成26年12月分から年金との併給が可能となり、その差額が支給されるようになりました。
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支給要件 ※いずれの場合も国籍は問いません。

①父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障害の状態(別表参照)にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童（ＤＶ被害者を含みます。）
⑥父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
⑦父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑨母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
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①児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所（通園施設は除きます。）しているとき
②児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
③父または母が婚姻しているとき（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。）
④児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
⑤平成15年4月1日（改正母子寡婦福祉法の施行日）時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、
請求していないとき

児童扶養手当の額2

ひとり親家庭等のみなさんへ（父または母が重度障害の家庭も対象となります）

令 和
６年度

区　分 児童１人の場合

（令和6年4月～）

全部支給
一部支給

月額
月額

45,500円
45,490～10,740円

児童２人目の加算額

10,750円
10,740～5,380円

児童３人目以降の加算額
(１人につき)
6,450円

6,440～3,230円
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次に掲げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
・一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇
　度以下かつⅠ／二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以
　下のもの
両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢の全ての指を欠くもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要と
する程度の障害を有するもの
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有する
もの
傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度
の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定める
もの

父母の一方がこちらの障
害状態にある場合も手当
が支給されます。

　請求の手続きなど詳しくは、お住まいの市町のひとり親家庭福祉担当課または
最寄りの県健康福祉事務所におたずねください。

市担当課 電話番号 市担当課 電話番号

郡部（町）担当課 電話番号

大 津 市 子 ど も 家 庭 課
彦 根 市 子 育 て 支 援 課
長浜市こども家庭支援課
近江八幡市こども家庭センター
草津市子ども家庭・若者課
守山市こども家庭相談課
栗 東 市 子 育 て 支 援 課
甲 賀 市 子 育 て 政 策 課
野洲市子育て家庭支援課
湖 南 市 子 ど も 政 策 課
高 島 市 子 育 て 政 策 課

077-528-2686
0749-26-0994
0749-65-6514
0748-36-5562
077-561-2364
077-582-1137
077-551-0114
0748-69-2176
077-587-6884
0748-76-4701
0740-25-8136

東近江市こども政策課
米 原 市 子 育 て 支 援 課

日野町子ども支援課
竜王町健康推進課
東近江健康福祉事務所
愛荘町子ども支援課
豊郷町保健福祉課
甲良町保健福祉課
多賀町福祉保健課
湖東健康福祉事務所

0748-24-5643   
0749-53-5132   

0748-52-6583
0748-58-1006
0748-22-1300  
0749-42-7693
0749-35-8116
0749-38-5151
0749-48-8115
0749-21-0281
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知
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手当が支給されない場合

別　表 父または母の障害について

備 考：視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

滋賀県子ども若者部子ども家庭支援課
〒520-8577　大津市京町四丁目１番１号
TEL 077-528-3554



※母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。
 （寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。）

※1給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります。（事業所得のみの場合は、控除されません。）
※2児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割

※令和６年11月から所得制限限度額の引き上げが予定されています。改正後の限度額表は県ホームページに掲載予定です。

所得の制限
　前年の所得（課税台帳で確認）が下表の額以上の方は、その年度（11月から翌年の10月まで）の手当の
一部または全部が停止になります。
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　次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合
によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。

　①手当を受けている父または母が婚姻したとき（内縁関係、同居なども同じです。）
　②対象児童を養育、監護しなくなったとき（児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。）
　③遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき（安否を気遣う電話・手紙など、連絡があった場
　　合を含みます。）
　④児童がもう一方の父または母と生計を同じくするようになったとき（父または母の拘禁が解除された
　　場合を含みます。）
　⑤その他支給要件に該当しなくなったとき

※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※ご希望の金融機関の口座へ振り込みます。

支払日
支給対象月

1月11日
11～12月分

3月11日
１～２月分

5月11日
３～４月分

7月11日
５～６月分

9月１１日
７～８月分

11月11日
９～1０月分

◆ 所得制限限度額表

◆ 限度額に加算されるもの
①請求者（本人）
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円／人、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場
合は15万円／人
②扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円／人（ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。）

証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処
せられます。

●手当証書
●罰　　則

……
……

◆ 所得額の計算方法

◆ 諸控除

所得額＝年間収入金額－必要経費（給与所得控除額）－10万円※１＋養育費※２－80,000 円－次の諸控除

児童扶養手当を受ける手続き
　必要な書類をすべてそろえたうえで、住所地の市役所または町役場の担当課で請求の手続きをしてくださ
い。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。
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児童扶養手当の支払日
　手当は、認定請求した月の翌月分から支給され、年6回支払月（奇数月）の前月までの分（2か月分）が
支払われます。
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児童扶養手当を受けている方の届出

※届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになり
　ますので、必ず提出してください。
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手当の受給中は、次のような届出等が必要です。

児童扶養手当の減額（一部支給停止）措置
　支給を開始した月から 5 年または支給要件に該当した月から 7 年を経過したとき（認定請求をした日におい
て3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経
過したとき）は、手当額が2分の1になる場合があります。
　ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市町から通知があった方は、期日ま
でに必要な書類（「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類）を必ず提出してください。
　なお、期日を過ぎて提出された場合、提出された月の前月までの手当額は２分の１となり、差額をさかのぼっ
て支給することはできなくなりましたので、ご注意ください。
　　※また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。

①就業していることを証明できる書類
　・雇用証明書、賃金支払明細書、健康保険証の写し（国民健康保険証は不可）等
　・自営業の場合は、確定申告書写しおよび自営業従事申告書等
②求職活動等をしていることを証明できる書類
　・ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等
　・職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等
③障害、負傷、疾病などにより就業が困難であることを証明できる書類
   ・障害者手帳等の写し、医師の診断書（就業できない状態であることの証明）等
④児童や親族の介護により、就業が困難であることを証明できる書類
   ・介護が必要な方の障害者手帳等の写し、医師の診断書および介護申立書（民生委員の証明）等
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【減額にならないための関係書類の例】

受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
受給資格がなくなったとき　※詳しくは、下記の注意欄をご覧ください。

住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、
所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

対象児童に増減があったとき

現 　 況 　 届

資 格 喪 失 届
額改定届・請求書
証 書 亡 失 届

そ の 他 の 届

手当証書をなくしたとき

扶養親族
等の数

0　人
1　人
2　人
3　人
4　人
5人以上

令和５年分所得
請求者（本人）

全部支給

　
以下380,000円ずつ加算

寡婦控除　　　※
ひとり親控除　※ 
障害者控除 
特別障害者控除 
勤労学生控除 
配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除

27万円
35万円
27万円
40万円
27万円
当該控除額

一部支給
1,920,000円
2,300,000円
2,680,000円
3,060,000円
3,440,000円

以下380,000円ずつ加算

2,360,000円
2,740,000円
3,120,000円
3,500,000円
3,880,000円

以下380,000円ずつ加算

扶養義務者
配偶者

孤児等の養育者

ご注意を！

490,000円
870,000円
1,250,000円
1,630,000円
2,010,000円


